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ケース４ 
合併特例区を 
設置した場合 

      協  働 

            

総合出先機関としての機能 

○予算の議決 
○条例の制定、改廃 

市議会 
本庁 

○予算の編成 
○条例の制定 
○総合調整 
○広域事業 

センター長 

旧釧路市域の住民 
旧□□町域の住民 

 

総合行政センター 
センター長 

総合出先機関としての機能 

□□総合行政センター 
センター長 
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務
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係 

 
 
 

企
画
関
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住
民
サ
ー
ビ
ス
関
係 

 
 
 

土
木
・
港
湾
関
係 

 

会
計
部
局 

各
種
委
員
会 

 

公
営
企
業 

助役・特別職 

① ③ 

住民 

② 

議会議員 

センターの予算執行権限等 
・工事契約（一定規模以下） 
・物品購入（同上） 
・地域振興に係る事業費 

住民 

③ 

③ 

 

住民 

センター主催事業 
・地区住民懇談会 
・地域振興対策 
・地域イベント 
・納税相談 等  

出張所・ 
出先機関 

出張所・ 
出先機関 

出張所・ 
出先機関 

（センター長） 
・センター長は事務吏員 
（区長が兼ねること可） 

 

① 

各種住民サービス 

○○合併特例区協

議会 
会長

合併特例区事務

自治区の事業例 
 

区 長 

合併特例区事務所 
特例区の事業例 
・公の施設の管理 
・地域振興イベント 
・地域に根ざした財
産の管理 

区 長 

合併特例区事務所と総合行政

センターが併設される 

○○合併特例区協

議会 会長
□□合併特例区協

議会 
会長 

合併特例区事務

特例区の事業例 
 

区 長 
（区長） 
・特別職、任期２年以内 
・助役若しくは支所長を兼ね

ることができる 

意見・要望 
合併特例区 

答
申
・
意
見 

指示 

○○総合行政センター 

出張所・ 
出先機関 

選 挙 

合併特例区協議会の権限 

○地域振興等特例区の区域に係る事

務について市長、区長その他の機関

の諮問に応じ、又は必要に応じ意見

を述べる。 
○市の施策の重要事項であって合併

特例区の区域に係るものはあらか

じめ、合併特例区協議会の意見をき

かなければならない。 

【合併特例区（特別地方公共団体）】 
○設置期間 
 ５年以内 
○住居表示 
住居の表示に合併特例区の名称を 
冠する（区､町 等） 
（期限後は「区」以外の町字名は 
使用可） 

答申 
・ 

意見 

選任 

住民サービスの状況 
①それぞれの地域で住民が受けていたサービスを

これまでどおりに受けるもの 
  ・戸籍関係サービス、証明関係サービス、健康

相談、生活支援相談、納税相談、公営住宅入

居相談、教育関係相談、出納 等 
②本庁に限り担当職員がいる業務 
  ・監査請求、土地区画整理組合の設立許可 等 
③どのセンターでも受けることができるサービス 
  ・戸籍関係サービス、証明関係サービス、公営

住宅入居相談、教育関係相談、出納 等 
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ケース３ 
地域自治区を 
設置した場合 

      協  働 

            

総合出先機関としての機能 

○予算の議決 
○条例の制定、改廃 

市議会 
本庁 

○予算の編成 
○条例の制定 
○総合調整 
○広域事業 

事務所長(＝センター長) 

旧釧路市域の住民 
旧□□町域の住民 

総合出先機関としての機能 

事務所長(＝センター長) 

総合出先機関としての機能 

事務所長(＝センター長) 
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公
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助役・特別職 

① ③ 

住民 

② 

議会議員 

住民 

③ ③ 

 

住民 

□□ 
地域協議会 

◇◇ 
地域協議会 

センター主催事業 
・地区住民懇談会 
・地域振興対策 
・地域イベント 
・納税相談 等  

出張所・ 
出先機関 

出張所・ 
出先機関 

出張所・ 
出先機関 

出張所・ 
出先機関 

 

① 

各種住民サービス 

選 挙 

○○地域自治区事務所 
(○○総合行政センター) 

□□地域自治区事務所 
(□□総合行政センター) 

◇◇地域自治区事務所 
(◇◇総合行政センター) 

指示 

センターの予算執行権限 
・工事契約（一定規模以下） 
・物品購入（同上） 
・地域振興に係る事業費 

会長 

会長 

○○ 
地域協議会 

会長 

意見・要望 

答申 
・ 

意見 

選任 

地域協議会の役割 

(合併協議で定める期間設置) 
○市長その他の機関から諮問されたもの

又は必要と認めるものについて審議し

意見を述べる。 
・地域自治区の事務所が所掌する事務 
・市が処理する区域に係る事務 

○市の施策の重要事項であって地域自治

区の区域に係るものはあらかじめ、地域

協議会の意見をきかなければならない。 
 

事務所長 
・事務吏員の事務所長に代えて

特別職の区長を置くことも可

（任期２年以内） 

【地域自治区】 
○設置期間 
 合併協議で定める期間 
○住居表示 
住居の表示に地域自治区の名称を 
冠する（区､町 等） 
（期限後は「区」以外の町字名は 
使用可） 

住民サービスの状況 
①それぞれの地域で住民が受けていたサービスを

これまでどおりに受けるもの 
  ・戸籍関係サービス、証明関係サービス、健康

相談、生活支援相談、納税相談、公営住宅入

居相談、教育関係相談、出納 等 
②本庁に限り担当職員がいる業務 
  ・監査請求、土地区画整理組合の設立許可 等 
③どのセンターでも受けることができるサービス 
  ・戸籍関係サービス、証明関係サービス、公営

住宅入居相談、教育関係相談、出納 等 
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ケース２ 
地域審議会を 
設置した場合 

      協  働 

            

総合出先機関としての機能 

○予算の議決 
○条例の制定、改廃 

市議会 
本庁 

○予算の編成 
○条例の制定 
○総合調整 
○広域事業 

センター長 

旧釧路市域の住民 
旧□□町域の住民 

総合出先機関としての機能 

センター長 

総合出先機関としての機能 

センター長 
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会
計
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各
種
委
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公
営
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助役・特別職 

① ③ 

住民 

② 

議会議員 

住民 

③ ③ 

 

住民 

□□地区 
地域審議会 

◇◇地区 
地域審議会 

センター主催事業 
・地区住民懇談会 
・地域振興対策 
・地域イベント 
・納税相談 等  

出張所・ 
出先機関 

出張所・ 
出先機関 

出張所・ 
出先機関 

出張所・ 
出先機関 

 

① 

各種住民サービス 

選 挙 

意見・要望 

住民サービスの状況 
①それぞれの地域で住民が受けていたサービスを

これまでどおりに受けるもの 
  ・戸籍関係サービス、証明関係サービス、健康

相談、生活支援相談、納税相談、公営住宅入

居相談、教育関係相談、出納 等 
②本庁に限り担当職員がいる業務 
  ・監査請求、土地区画整理組合の設立許可 等 
③どのセンターでも受けることができるサービス 
  ・戸籍関係サービス、証明関係サービス、公営

住宅入居相談、教育関係相談、出納 等 
 

選任 

答申 
・ 

意見 

○○総合行政センター □□総合行政センター ◇◇総合行政センター 

指示 

センターの予算執行権限 
・工事契約（一定規模以下） 
・物品購入（同上） 
・地域振興に係る事業費 

センター長は事務吏員 

○○地区 
地域審議会 

地域審議会の役割 
○市長の諮問に応じる  

・市町村建設計画の変更・執行状況 
 ・予算編成の際の事業等に関する要望 
 ・各種計画の策定・変更 
○必要に応じ意見を述べる 
 ・公共施設の設置・管理運営 
 ・福祉、消防等対人的施策の実施状況 
 

【地域審議会】 
○設置期間 
 合併協議で定める期間 
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      協  働 

            

住民 

議会議員 

住民 

住民サービスの状況 
①それぞれの地域で住民が受けていたサービスを

これまでどおりに受けるもの 
  ・戸籍関係サービス、証明関係サービス、健康

相談、生活支援相談、納税相談、公営住宅入

居相談、教育関係相談、出納 等 
②本庁に限り担当職員がいる業務 
  ・監査請求、土地区画整理組合の設立許可 等 
③どのセンターでも受けることができるサービス 
  ・戸籍関係サービス、証明関係サービス、公営

住宅入居相談、教育関係相談、出納 等 
 

ケース１ 
総合行政センター

を設置した場合 

住民 

出張所・ 
出先機関 

出張所・ 
出先機関 

出張所・ 
出先機関 

 

総合出先機関としての機能 

○○総合行政センター ○予算の議決 
○条例の制定、改廃 

市議会 
本庁 

○予算の編成 
○条例の制定 
○総合調整 
○広域事業 

センター長 

旧釧路市域の住民 
旧□□町域の住民 

総合出先機関としての機能 
 

センター長 
総合出先機関としての機能 
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助役・特別職 

① ③ ② 
① 

各種住民サービス 

選 挙 

意見・要望 

センターの予算執行権限 
・工事契約（一定規模以下） 
・物品購入（同上） 
・地域振興に係る事業費 

センター長は事務吏員 

③ ③ 

出張所・ 
出先機関 

出張所・ 
出先機関 

出張所・ 
出先機関 

 

□□総合行政センター ◇◇総合行政センター 

センター主催事業 
・地区住民懇談会 
・地域振興対策 
・地域イベント 
・納税相談 等  

1110 1110 1110 

地域自治組織と住民サービスのイメージ（ケース１） 

－９－ 


